
事 務 連 絡

平成22年6月25日

都 道 府 県

各 指 定 都 市 児童福祉主管部（局） 御中

児童相談所設置市

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課

虐待防止対策室

「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針（ガイドライン）の改正について

臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律（平成２１年法律第８３号）が本年７月

１７日に施行されることに伴い、今般、「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針

（ガイドライン）が改正され、それに伴い、「臓器の移植に関する法律」の運用に関する

指針（ガイドライン）における虐待を受けた児童への対応等に関する事項に係る留意事項

について」が別添のとおり、平成２２年６月２５日付健臓発0625第2号により、厚生労働

省健康局疾病対策課臓器移植対策室長より各都道府県、指定都市及び中核市の衛生主管部

（局）長あて通知されました。

当該通知においては、臓器提供施設の患者である児童について、虐待が行われた疑いが

あるかどうかを的確に確認できるよう、日頃から児童相談所等の関係機関と連携を図ると

ともに、地方自治体等が実施する児童虐待防止対策に係る研修に職員が積極的に参加する

等により、児童虐待への対応に当たる者の資質の向上に努めることとされています。

当室としても、医療機関である臓器提供施設が児童相談所等と連携し、また、当該施設

に所属する職員が児童虐待防止に関する研修の受講等によりその知見を増やすことは児童

虐待防止対策として有用であると考えますので、臓器提供施設等の医療機関が参加可能な

児童虐待防止対策に関する研修等の実施にご配慮いただくとともに、当該研修の実施につ

いて、貴衛生主管部（局）も通じて周知する等により、臓器提供施設等の職員が研修等へ

参加しやすくなるよう努めていただきますようお願いいたします。

つきましては、管内市町村並びに関係機関等への周知についてご配慮をお願いします。
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「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針（ガイドライン）(抜粋) 

 

平成 ９年１０月 ８日 制 定 

平成１０年 ６月２６日一部改正 

平成１１年 ９月２０日一部改正 

平成１１年１１月１９日一部改正 

平成１４年 ７月３１日一部改正 

平成１９年 ７月１２日一部改正 

平成２２年 １月１７日一部改正 

平成２２年 ７月１７日一部改正 

 

 

第５ 虐待を受けた児童への対応等に関する事項 
  臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律（平成２１年法律第８３号）附則第５

項においては、虐待を受けた児童が死亡した場合に当該児童から臓器が提供されること

のないよう、移植医療に係る業務に従事する者がその業務に係る児童について虐待が行

われた疑いがあるかどうかを確認し、その疑いがある場合に適切に対応する必要がある

旨規定されていること。 
  このため、脳死・心臓死の区別にかかわらず、児童（１８歳未満の者をいう。以下同

じ。）からの臓器提供については、以下のとおりとし、虐待が行われた疑いがある児童が

死亡した場合には、臓器の摘出は行わないこと。 
 １ 児童からの臓器提供を行う施設に必要な体制 
  次のいずれも満たしていること。 
（１）虐待防止委員会等の虐待を受けた児童への対応のために必要な院内体制が整備さ

れていること。 
（２）児童虐待の対応に関するマニュアル等が整備されていること。なお、当該マニュ

アルは、新たな知見の集積により更新される必要があること。 
２ 虐待が行われた疑いの有無の確認について 

 （１）児童の診療に従事する者は、臓器の提供に至る可能性があるか否かにかかわらず、

可能な限り虐待の徴候の有無を確認するよう努めること。また、その徴候が確認さ

れた場合には、児童からの臓器提供を行う施設においては、当該施設の患者である

児童について、虐待対応のための院内体制の下で、虐待が行われた疑いがあるかど

うかを確認すること。 
 （２）この結果、当該児童について虐待が行われた疑いがあると判断した場合には、児

童からの臓器提供を行う施設は、児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律

第８２号）第６条第１項の規定により児童相談所等へ通告するとともに、警察署へ

連絡するなど関係機関と連携し、院内体制の下で当該児童への虐待対応を継続する

こと。 
 （３）なお、その後、医学的理由により当該児童について虐待が行われたとの疑いが否

定された場合についても、その旨を関係機関に連絡した上で、当該児童への虐待対

参考 



2 
 

応の継続の要否について検討すること。 
３ 臓器提供を行う場合の対応 
（１）主治医等が家族に対し、臓器提供の機会があること等を告げようとする場合には、

事前に、虐待防止委員会の委員等とそれまでの診療経過等に関して情報共有を図り、

必要に応じて助言を得ること。 
（２）児童から臓器の摘出を行う場合には、施設内の倫理委員会等の委員会において、

２及び３（１）の手続を経ていることを確認し、その可否について判断すること。 
 （３）なお、施設内の倫理委員会等の委員会で、児童について虐待が行われた疑いがな

く当該児童から臓器の摘出を行うことが可能であると判断した場合であっても、刑

事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第２２９条第１項の検視その他の犯罪捜査

に関する手続が行われる場合には、捜査機関との連携を十分に図ること。 
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